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電波の利用状況の調査、公表制度の概要

○ 新たな電波利用システムが導入できる周波数を確保するため、毎年、電波の利用状況を

調査･評価。また､周波数の移行･再編の方向性を示す周波数再編アクションプランを策定。

○ この結果等に基づき、総務大臣が周波数割当計画を策定。

電波の利用状況
調査・評価の実施

（毎年度）

周波数再編アクション
プランの策定

（毎年度）

周波数割当計画の
策定

〈周波数移行・再編のサイクル〉

新たな電波利用
システムの導入

１

電波監理審議会への諮問

調査及び評価結果の概要の公表

国民の意見
③の調査 ②の調査 ①の調査

H17 H16 H15

H20 H19 H18

H23 H22 H21

電波法に定める
3,000GHz以下の周波数の
電波の利用状況の調査

周波数区分ごとの
電波の有効利用の

程度の評価

・新規の電波需要に迅速に対応するため
、 電波再配分が必要

・既存の電波利用の維持が必要

【調査する事項】
〇 無線局の数
〇 無線局の具体的な使用実態
〇 他の電気通信手段への

代替可能性 等

・現在、電波は有効に利用されている
・使用帯域の圧縮が適当
・中継系の固定局は光ファイバ等への転換が適当

３年を周期として、次に掲げる周波数帯ごとに実施
① 3.4GHz超
② 770MHz超3.4GHz以下
③ 770MHz以下
（平成23年度対象）

〈電波の利用状況調査の制度概要〉



「平成23年度電波の利用状況調査」の概要

平成23年度電波の利用状況調査の概要

２

（１）目 的： 技術の進歩に応じた電波の最適な利用を実現するため、次に掲げる周波数帯
ごとに、おおむね３年を周期として電波の利用状況を調査、電波の有効利用の程
度を評価する。

この評価結果を受けて、周波数割当計画の作成・改正を実施。

・770MHz以下のもの（平成23年度調査の対象）
・770MHz超え3.4GHz以下のもの
・3.4GHz超えるもの

（２）根拠条文： 電波法第２６条の２

（３）調査対象： 平成23年3月1日現在において、770MHz以下の周波数を利用する無線局

（４）調査対象： 無線局数 約32.5万局 （全国約325.3万局）
（各周波数区分毎の合算値）

免許人数 約15.3万人 （全国約143.8万人）

（５）調査事項： 免許人数、無線局数、通信量、具体的な使用実態、電波有効利用技術の
導入状況、他の電気通信手段への代替可能性 等

（６）調査方法： 全国１１の総合通信局等の管轄ごとに、次の調査を実施
① 総合無線局管理ファイルを活用して、免許人数・無線局数等の集計・分析
② 免許人に対して、無線局の使用実態や電波の有効利用技術の導入状況等を

質問し、その回答を集計・分析



調査結果及び評価結果の概要（770MHz以下の全体の経年比較）

平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

３

【770MHz以下の全体の状況】

本周波数帯は、防災行政無線、消防用無線、放送のほかアマチュア無線や簡易無線等、多種多様に利用されている。周波数区分によって使用条

件が異なっており、一概に周波数区分ごとの利用状況を比較することは難しいが、各周波数区分とも全体としては適切に利用されている。

無線局数の需要動向は、減少傾向が大きいアマチュア局を除くと、222MHz超335.4MHz以下及び335.4MHz超770MHz以下の周波数区分が増加し

ているが、これは260MHz帯が防災行政無線や消防用無線の移行先であること、400MHz帯の簡易無線が増加していることによる。

Ｈ２０ Ｈ２３ Ｈ２０ Ｈ２３ Ｈ２０ Ｈ２３ Ｈ２０ Ｈ２３ Ｈ２０ Ｈ２３
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＜周波数区分別無線局数（九州）＞

335.4MHz超
770MHz以下

222MHz超
335.4MHz以下

50MHz超
222MHz以下

50MHz以下
26.175MHz以下

26.175MHz以下

967 883 12,254 11,221 54,821 51,222 390 1,371 73,026 71,103

※ -8.7% -8.4% -6.6% 251.5% -2.6%

0 0 0 0 17,510 14,961 0 0 33,840 37,536

※ -14.6% 10.9%

34,819 29,565 34,890 29,673 45,461 39,475 0 0 43,395 37,759

※ -15.1% -15.0% -13.2% -13.0%

35,786 30,448 47,144 40,894 117,792 105,658 390 1,371 150,261 146,398

※ -14.9% -13.3% -10.3% 251.5% -2.6%
※下段は、平成20年度調査からの増減率（％）

アマチュア局・
簡易無線局以外

簡易無線局

アマチュア局

九州全体

凡
例

アマチュア局・簡易無線局以外

アマチュア局
簡易無線局

20年度 23年度



調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分 26.175MHz以下）

平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【26.175MHz 以下】

４

＜用途別無線局数（九州）＞

「※その他」は無線局数の推移グラフ参照

公共業務
用無線

一般業務
用無線

中波放送 船舶無線
ラジオ・ブ

イ
航空ビー

コン
航空無線

アマチュ
ア無線

実験試験
局

その他

H20調査 無線局数 13 3 100 564 233 7 9 34,819 16 34

H23調査 無線局数 9 3 100 496 227 5 6 29,565 15 34
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（無線局数） 九州の無線局数の推移

アマチュア無線
97.1%(29565局）

船舶無線
1.6%(496局）

※その他
1.3%(399局）

【現状等】

本周波数帯は、陸上、海上及び航空の各分野において、中波放送、航空無線、船舶無線及びラジオ・ブイ等の様々な重要な電波利用

システムに利用されるとともに、アマチュア無線にも広く利用されている。

【評価】

・無線局数は減少傾向にあるものの、これらの電波利用システムの重要性から判断すると適切に利用されていると認められる。



平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

５

調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分26.175MHz以上50MHz以下）

【26.175MHz超 50MHz以下】

＜用途別無線局数（九州）＞

「※その他」は無線局数の推移グラフ参照

消防用無
線、

公共業務

用無線

一般業務
用無線

放送事業
用無線

船舶無線 ラジオ・ブイ
アマチュア

無線

魚群探知
テレメー

ター

実験試験
局

その他

H20調査無線局数 75 3 58 11,964 75 34,890 74 4 1

H23調査無線局数 54 3 57 10,955 79 29,673 69 3 1
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（無線局数） 九州の無線局数の推移

アマチュア無線
72.6%(29673局）

船舶無線
26.8%(10955局）

※その他
0.7%(266局）

【現状等】

・本周波数帯は、船舶無線等の重要な電波利用システムに利用されるとともに、アマチュア無線にも広く利用されている。

・九州管内は、船舶無線の無線局が多く、全国比率で21.3％を占めている。

【評価】

・無線局数は減少傾向にあるものの、これらの電波利用システムの重要性から判断すると適切に利用されていると認められる。

・27MHz帯無線操縦用の簡易無線については、現在の開設局数は０局であり、今後も開設される見込みがないことから当該システムに

係る周波数分配を削除することが適当。



平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

６

調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分50MHz超222MHz以下）

【50MHz超 222MHz以下】

＜用途別無線局数（九州）＞

「※その他」は無線局数の推移グラフ参照

防災行政
無線

消防用無
線、

公共業務

用無線

一般業務
用無線

電気通信
業務用無

線

アナログ
TV放送、

FM放送

放送事業
用無線

船舶無線 航空無線 VOR,ILS アマチュ
ア無線

簡易無線

衛星
EPIRB,

船上通信

設備

実験試験
局

その他

H20調査無線局数 10,311 22,047 16,564 24 420 1,159 1,926 1,753 43 45,461 17,510 1,567 127 2

H23調査無線局数 10,189 21,109 14,144 22 432 1,171 1,824 1,808 42 39,475 14,961 1,471 88 2
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（無線局数） 九州の無線局数の推移

※VOR：超短波全方向式無線標識、ＩＬＳ：計器着陸装置、衛星ＥＰＩＲＢ：衛星非常用位置指示無線標識

アマチュア無線
37%(39475局）

消防用無線、
公共業務用無線

19.8%(21109局）

簡易無線14.1%(14961
局）

一般業務用無線
13.3%(14144局）

防災行政無線
9.6%(10189局）

船舶無線1.8%(1824
局）

航空無線1.7%(1808
局）

衛星EPIRB,
船上通信設備

1.4%(1471局）

放送事業用無線
1.1%(1171局）

※その他0.6%(586局）

【現状等】

・本周波数帯は消防用無線、防災行政無線、公共業務用無線、船舶無線、航空無線、ＦＭ放送等の様々な重要な電波利用システムに利用

されるとともに、アマチュア無線や簡易無線等にも広く利用されている。

・公共業務用無線（水防道路用無線、ガス事業用無線等）は日中については８０％を超える高い利用率を示し、夜間・早朝はその用途に応じ

て利用率（０％から１００％）に変動がある。

・防災行政無線等において、災害時・故障時等への対策がとられていないものがある。（耐震補強、ガス消火設備及び代替予備機の設置等）



調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分50MHz超222MHz以下）

平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

７

【評価】

・無線局数は減少傾向にあるものの、これらの電波利用システムの重要性から判断すると、適切に利用されていると認められる。

防災行政無線等においては、災害・故障時等への対策の向上が望まれる。

・ＦＭページャー（76～90MHz帯）については、開設局数は全国で０局であり、今後も開設される見込みがないことから当該システム

に係る周波数分配の削除が適当。

・ＶＨＦ帯航空移動（Ｒ）業務用無線については、各国の導入実態等の国際動向を踏まえ、国際民間航空条約等で規格化されている

内容により、将来的に狭帯域化し、多チャンネル化していくことが望ましい。

・150MHz帯簡易無線については、データ通信及びチャンネルの増加への対応のため、デジタル方式を導入・推進することが適当。

・150MHz帯防災行政無線については、260MHz帯への移行によるデジタル方式を導入・推進することが適当。

・150MHz帯消防用無線の移行については、260MHz帯への移行によるデジタル方式を導入・推進することが適当。

・160MHz帯放送事業用連絡無線については、放送事業へ参入が見込まれることから、デジタル狭帯域化を促進していくことが望ま

しい。



調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分222MHz超335.4MHz以下）

【222MHz超 335.4MHz以下】

平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

＜用途別無線局数（九州）＞

防災行政無線
（デジタル）

消防用無線
（デジタル）

ILS 航空無線 実験試験局

H20調査 無線局数 195 0 11 159 25

H23調査 無線局数 1156 22 11 161 21
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（無線局数） 九州の無線局数の推移

防災行政無線

（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ）

84.3%(1156局)

航空無線
11.7%(161局)

消防用無線
（デジタル）

1.6%(22局)

実験試験局
1.5%(21局)

ILS 0.8%(11局)

【現状等】

・本周波数帯は、防災行政無線、消防用無線、航空無線等の様々な重要な電波利用システムに利用されている。

【評価】

・150MHz帯の消防用無線や防災行政無線の移行である260MHz帯を含んでいることから、無線局数は増加しており、今後も増加傾向は続く見込

みであり、需要に応じた帯域の見直しをすることが適当。

・280MHz帯電気通信業務用ページャーについては、九州管内の開設局数は０局であり、広域センサーネットワークとしてのニーズもあることから、

需要に応じた帯域幅の見直しやセンサーネットワーク用の周波数の確保を検討していくことが適当。

８



平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

９

調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分335.4MHz超770MHz以下）

【335.4MHz超 770MHz以下】

＜用途別無線局数（九州）＞

防災行政
用無線

公共業務
用無線、

消防用無

線

一般業務
用無線

電気通信
業務用無

線

アナログ
TV放送、

デジタル

TV放送

放送事業
用無線

船舶無線 航空無線
アマチュ
ア無線

簡易無線

衛星
EPIRB、
船上通信

設備

航空レ
ジャー用

無線

実験試験
局 等

その他

H20調査無線局数 13570 12733 40417 53 3509 658 21 297 43395 33840 1651 8 136 45

H23調査無線局数 13354 12298 37676 49 5029 663 10 389 37759 37536 1552 8 90 40
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（無線局数） 九州の無線局数の推移

「※その他」は無線局数の推移グラフ参照

アマチュア無線
25.8%(37759局）

一般業務用無線
25.8%(37676局）

簡易無線
14.1%(14961局）

防災行政用無線
9.2%(13354局）

公共業務用無線、
消防用無線

8.4%(12298局）

アナログTV放送、
デジタルTV放送

3.5%(5029局）

衛星EPIRB,
船上通信設備

1.1%(1552局）

※その他
0.9%(1249局）

【現状等】

・本周波数帯は、防災行政無線、公共業務用無線、航空無線、地上デジタルテレビジョン放送等の様々な重要な電波利用システムに利用

されるとともに、アマチュア無線、簡易無線、タクシー無線等にも広く利用されている。



調査結果及び評価結果の概要 （周波数区分335.4MHz超770MHz以下）

平成23年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果

【評価】

・地上デジタルテレビジョン放送を除く無線局数は、ほとんど減少傾向にあるが、これらの電波利用システムの重要性から判断すると、適

切に利用されているものと認められる。

・地上テレビジョン放送のデジタル化後に空く周波数帯を携帯端末向けマルチメディア放送、公共ブロードバンド移動通信システム、ＩＴＳ
（高度道路交通システム）及び携帯電話等の移動通信システムとして利用することとしており、これらの無線システムの円滑な導入を図る

ことが適当である。また、地上テレビジョン放送用周波数帯のホワイトスペースを利用した特定ラジオマイク、エリア放送、センサーネット

ワーク、災害向け通信システム及び無線ブロードバンドシステム等ついては、共用のための運用調整等を明確にしながら実用化を図るこ

とによって周波数の有効利用を促進していくことが適当。

・350MHz帯マリンホーンについては、九州管内の開設局数は０局であり、他の無線システムによる代替等を検討していくことが望ましい。

・400MHz帯のアナログ方式のタクシー用無線については、周波数有効利用を図るためのデジタル化の状況が２割程度であることを踏まえ、

平成28年5月31日までにデジタル方式等への移行を促進することが適当。

・400MHz帯のアナログ方式の簡易無線については、アナログ方式の周波数の使用期限（平成34年11月30日）までにデジタル方式へ移行す

ることが適当。

・400MHz帯防災行政無線については、デジタル化に伴う周波数統一及び周波数有効利用の観点から260MHz帯への移行によるデジタル

方式を導入・推進することが適当。

・400MHz帯ＡＶＭサインポストシステムについては、開設局数は０局であり、開設される見込みがないことから 当該システムへの割当てを

見直しすることが適当。

・列車無線については、列車制御システムの高度化に対応した400MHz帯の 周波数割当ての検討及び列車のブロードバンドシステムの普

及を踏まえた周波数幅の見直しを行うことが適当。

・400MHz帯医療用テレメーターについては、国際的に双方向通信などの高度化に向けた周波数共用条件等を検討していくことが適当。

１０




